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○取組内容

• タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針を参考として、大崎市では、避難勧告発令後の消
防団退避指示について記載するタイムラインを策定（平成29年12月）。

１

タイムラインに基づく消防団の退避（大崎市の取組）

避難勧告

消防団退避指示

消防団退避

水防活動の再開指示

水防活動の再開

（状況に応じて）

タイムラインに基づき、避難勧告発令後は、消防団員の身の安全
確保が第一に優先すべきものであるため消防団へ退避指示

気象情報・予報、河川水位が減少傾向にある等、ある程度危険性
が小さくなったと判断できた場合（災害対策本部で判断）等は、状
況に応じて、水防活動の再開を指示

河川が破堤し甚大な被害が発生すると予想され、かつ、水防工法
を実施すれば、破堤を食い止められる可能性があると判断した場
合、団員の安全を確保しつつ、水防活動の再開を指示

消防団退避指示及び状況に応じた水防活動の考え方（大崎市）

消防団水防活動中

～ 避難勧告発令中でも消防団の水防活動再開を判断するケース ～



台風等の風水害を対象とした，国直轄管理河川（洪水予報河川）の
避難勧告等タイムライン（防災行動計画） 平成29年12月１日（改訂）

気象・水象情報 北上川下流河川事務所 大崎市 住民等

※避難勧告等に関するガイドライン（内閣府：平成29年１月改定）を参考に作成。
※作成後は，大崎市の災害対応等の実際を踏まえて，随時見直しを行う予定

□台風発生

□台風に関する宮城県気象情報（随時）

□台風に関する気象庁記者会見

水防団待機水位到達
荒雄（江合川） 2.50m

※気象・水象情報に関する発表等のタイミ
ングについては地域・事象によって異なる。

氾濫注意水位到達
荒雄（江合川） 3.10m

避難判断水位到達
荒雄（江合川） 4.50m

氾濫危険水位到達
荒雄（江合川） 4.80m

「危険箇所」における堤防天端高到達

水防警報（出動）

緊急復旧，堤防調査委員会設置

○被害状況把握（ヘリコプター等）
○（必要に応じて）TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○気象・河川情報収集（⇒継続）

○避難所，避難ルート確認
（ﾃﾚﾋﾞ,ﾗｼﾞｵ,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ,ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ）
○防災グッズの確認

○気象・河川情報の収集
○氾濫発生に対する注意
○避難行動の準備
（要配慮者）

○避難情報の受信
○氾濫発生に対する警戒
○避難行動の準備
（要配慮者以外）

○避難情報の受信

○大雨特別警報の緊急速報
メール受信

○避難情報の受信
○最終的な危険回避行動
○屋内安全確保（垂直避難）

要配慮者避難開始

避難開始（要配慮者以外））

避難解除

□大雨特別警報発表

●気象・河川・災害情報収集，庁内LAN
（防災情報提供ｼｽﾃﾑ他，防災情報ｼｰﾄ）
●庁内情報共有，消防署・団と情報連絡
●土のう等関係資機材の確保（配給準備）

●災害対策本部の設置（人員の増強）
●現地災害対策本部の設置（本庁連携）
●災害応急対策の実施，消防団避難指示
（国，県，自衛隊・警察・消防等防災機関連携）

●避難状況の把握
●高次避難の準備 ※避難指示（緊急）
●避難呼掛け(防災行政無線,緊急速報メール等）

●緊急避難，屋内安全確保の呼掛け
●災害応援協定自治体，事業所協力要請
●長期避難対策・生活支援の検討
●避難解除（避難所閉鎖）の検討

避難完了

□大雨注意報・洪水注意報発表

□大雨警報・洪水警報発表

■災害警戒本部会議

避難勧告

避難準備・高齢者等
避難開始

水防団出動

○河川管理施設の点検・操作
○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保
○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認
○ダム事前放流の指示・確認
【災害対策支部・注意体制】

水防団準備

避難指示（緊急）

避難所開設・運営

河川名：江合川
観測所名：荒雄

大崎市第１号配備

大崎市第３号配備

大雨警報発表

大崎市第０号配備
気象台ホットライン（市 気象台）気象台ホットライン（市⇒気象台）

水防警報（待機・準備）

×地域的な災害のおそれ・発生

●災害警戒本部，高次配備体制の準備
●市民に防災対策の呼掛け，広報等
●水防活動（警戒・広報等）指示
●避難所施設の洗い出し（候補）

○課内情報連絡（共有）
○配備体制準備（人員確認等）
○土のう等，関係資機材確認

■防災安全課内対策会議

●災害警戒本部設置
●河川氾濫に対する水防活動，情報収集
●避難所の開設準備
●避難の準備（避難準備・高齢者等避難開始）
●避難呼掛け(防災行政無線,緊急速報メール等）,

●MIDORI（県情報ｼｽﾃﾑ）報告
●避難誘導，広報等安全避難対策の実施
●要配慮者,外国人,旅行客避難状況の把握
●高次避難の準備 ※避難勧告
※避難所の増設検討，民間協定施設の状況確認

●災害対策本部会議，高次配備の準備
●避難呼掛け(防災行政無線,緊急速報メール等）■災害対策本部会議

×災害の前兆現象

×全域的な災害のおそれ・発生

■災害対策本部会議

■災害対策本部会議

大崎市第２号配備

氾濫
発生

市地域防災計画に基づく対策協議
※「市町村における風水害対策の
強化（H28年5/23消防庁通知）」
に留意（以降会議同）

気象台ホットライン（市 気象台）気象台ホットライン（市⇒気象台）

○助言の要請（回答） ○随時浸透・侵食等の情報連絡
○巡視・活動報告等（以降必要に応じホットラインで共有）

気象台ホットライン（市 気象台）気象台ホットライン（市⇒気象台）

気象台ホットライン（気象台⇔市）

洪水予報
（氾濫注意情報）

○水門，桶門，排水機場等の操作
○応援体制の確認・要請○災害対策機械派遣

【災害対策支部・警戒体制】

○出水時点検（巡視）
○水防警報（指示）

随時市町村からの助言
（災害対策基本法第61
条の2）の要請があれ
ば回答する

洪水予報
（氾濫警戒情報）

ホットライン

洪水予報
（氾濫発生情報）

○操作員の退避
○リエゾンの派遣
【災害対策支部・非常体制】

ホットライン

随時市町村からの助言
（災害対策基本法第61
条の2）の要請があれ
ば回答する

随時市町村からの助言
（災害対策基本法第61
条の2）の要請があれ
ば回答する

ホットライン

２



【参考】タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針 P32より

３


